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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
３

月
８
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
11
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
10
号
）

　

市
長
や
教
育
委
員
会
等
が
行
う

行
政
処
分
に
係
る
不
服
申
立
手
続

を
定
め
る
行
政
不
服
審
査
法
が
全

部
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
不

服
申
立
て
に
係
る
調
査
審
議
を
行

う
附
属
機
関
と
し
て
の
「
小
郡
市

行
政
不
服
審
査
会
」
の
設
置
、
そ

の
他
、
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

問
：
審
査
会
は
５
人
以
内
の
委
員

を
置
く
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど

の
様
な
人
を
想
定
し
て
い
る
の
で

す
か
。

答
：
委
員
構
成
は
３
人
で
、
大
学

教
授
２
人
、
弁
護
士
１
人
を
考
え

て
い
ま
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
３

月
９
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
６
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
及
び
請
願

１
件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
主

な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

小
郡
市
乳
幼
児
・
子
ど
も
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
８
号
）

　

乳
幼
児
・
子
ど
も
医
療
費
助
成

の
拡
充
を
行
う
も
の
で
、
通
院
に

か
か
る
医
療
費
助
成
を
平
成
28
年

10
月
か
ら
対
象
を
小
学
校
６
年
生

ま
で
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

通
院
の
自
己
負
担
を
３
歳
か
ら
就

学
前
ま
で
は
月
額
８
０
０
円
に
、

小
学
生
は
月
額
１
２
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。
あ
わ
せ
て
所
得
制

限
の
撤
廃
も
行
う
も
の
で
す
。

問
：
所
得
制
限
の
撤
廃
に
係
る
、

対
象
者
は
何
人
で
す
か
。

答
：
１
２
９
人
を
想
定
し
て
い
ま

す
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
３

月
10
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
８
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
及
び
請
願

１
件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
主

な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
５
号
）の
承
認
に
つ
い

て
（
議
案
第
14
号
）

　

農
地
費
、
稲
吉
地
区
河
川
応
急

対
策
事
業
負
担
金
２
２
１
８
万
８

千
円
は
、
稲
吉
堰
の
改
修
に
係
る

負
担
金
で
、
国
か
ら
の
予
算
割
り

当
て
が
な
く
、
９
月
補
正
で
は
減

額
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
国

の
大
型
補
正
予
算
の
割
り
当
て
に

よ
り
増
額
す
る
も
の
で
す
。

問
：
こ
の
対
策
事
業
は
年
度
ご
と

に
ど
う
い
う
工
事
を
さ
れ
る
の
で

す
か
。

答
：
27
年
度
か
ら
28
年
度
に
か
け

て
扉
の
製
作
工
事
を
３
門
、
29
年

度
は
扉
の
現
地
据
付
工
事
、
30
年

度
は
、
環
境
保
全
等
の
た
め
、
魚

道
を
新
た
に
設
置
す
る
予
定
で
す
。

★
専
決
処
分
を
報
告
し
、
承
認
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
小
郡
市

税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

（
報
告
第
１
号
）

　

平
成
28
年
度
与
党
税
制
改
正
大

綱
に
伴
い
、
個
人
番
号
利
用
の
取

扱
い
を
見
直
す
も
の
で
市
民
税
と

特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
申
請
に

お
い
て
は
、
申
請
書
に
個
人
番
号

は
記
載
し
な
い
と
す
る
改
正
を
行

っ
た
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
１
号
）

　

平
成
27
年
度
の
人
事
院
勧
告
等

に
基
づ
き
、
一
般
職
員
の
給
料
表
、

勤
勉
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の

の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
及
び
旧
教
育
長
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議

案
第
２
号
）

　

特
別
職
の
国
家
公
務
員
及
び
県

内
各
市
の
特
別
職
の
期
末
手
当
の

支
給
率
等
を
踏
ま
え
、
市
長
、
副

市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
の

引
上
げ
に
伴
う
関
係
条
文
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
３

号
）

　

特
別
職
の
国
家
公
務
員
及
び
県

内
各
市
の
特
別
職
の
期
末
手
当
の

支
給
率
等
を
踏
ま
え
、
市
議
会
議

員
の
期
末
手
当
の
引
上
げ
に
伴
う

関
係
条
文
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
４

号
）

　

非
常
勤
嘱
託
職
員
の
時
間
外
勤

務
、
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
見
直

し
を
行
う
と
と
も
に
、
職
の
新
設
、

改
廃
を
行
う
た
め
に
条
例
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

★
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
５

号
）

　

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等

を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の

施
行
に
よ
り
、
共
済
年
金
が
厚
生

年
金
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

議
案
の
主
な
内
容
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★
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第

６
号
）

　

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
よ
り
、
小
学
校
か
ら

中
学
校
ま
で
の
義
務
教
育
を
一
貫

し
て
行
う
「
義
務
教
育
学
校
」
が

新
た
な
学
校
の
種
類
と
し
て
規
定

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
７
号
）

　

下
水
道
台
帳
シ
ス
テ
ム
稼
動
に

伴
い
、
下
水
道
台
帳
の
写
し
の
交

付
の
際
に
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ

と
と
す
る
た
め
に
、
小
郡
市
手
数

料
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
９
号
）

　

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
及
び
在
宅
医
療
・
介
護
連

携
推
進
事
業
の
実
施
時
期
に
つ
き

ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
29
年

４
月
１
日
、
平
成
30
年
４
月
１
日

か
ら
の
開
始
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
一
部

に
つ
い
て
平
成
28
年
４
月
１
日
か

ら
開
始
し
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

附
則
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
行
政
不
服
審
査
法
の
全
部
改
正

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案

第
11
号
）

　

行
政
不
服
審
査
法
の
全
部
改
正

に
伴
い
、
改
正
法
と
既
存
条
例
と

の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
関
係
条

例
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
消
防
委
員
会
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
12
号
）

　

本
委
員
会
の
所
掌
事
項
で
あ
る

消
防
に
関
す
る
重
要
事
項
や
消
防

職
員
及
び
消
防
団
員
の
服
務
、
待

遇
及
び
消
防
施
設
の
改
善
な
ど
に

係
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
総
務
部

の
所
管
に
属
す
る
事
項
を
所
管
す

る
総
務
文
教
常
任
委
員
会
が
そ
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
小
郡

市
消
防
委
員
会
条
例
を
廃
止
す
る

も
の
で
す
。

★
小
郡
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の

組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
13

号
）

　

消
費
者
安
全
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
本
市
が
現
在
開
設
し
て
い

る
消
費
生
活
相
談
室
に
つ
い
て
、

組
織
の
設
置
及
び
運
営
に
関
し
て

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
15
号
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
給
料

及
び
諸
手
当
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

人
件
費
を
32
万
７
千
円
増
額
す
る

も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案

第
16
号
）　

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納

付
金
１
２
７
万
１
千
円
の
増
額
は
、

低
所
得
者
へ
の
軽
減
拡
充
に
伴
い

一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
た
金
額

を
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
へ
納
付
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
４
号
）
の
承

認
に
つ
い
て
（
議
案
第
17
号
）　

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
給
料

及
び
諸
手
当
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

人
件
費
を
57
万
３
千
円
増
額
す
る

も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案
第

18
号
）

　

宝
満
川
流
域
下
水
道
事
業
負
担

金
３
３
６
５
万
７
千
円
と
筑
後
川

中
流
右
岸
流
域
下
水
道
事
業
負
担

金
５
４
９
万
４
千
円
は
事
業
の
確

定
に
よ
り
減
額
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
負
担
金
、
補
助
及
び
交
付
金

１
４
５
万
円
は
申
請
が
な
く
減
額

す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
19
号
）

　

長
期
債
償
還
元
金
81
万
６
千
円

の
減
額
は
、
平
成
26
年
度
分
の
借

入
金
の
額
が
予
定
よ
り
少
な
か
っ

た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。
ま
た

長
期
債
償
還
利
子
20
万
７
千
円
の

減
額
は
長
期
債
の
額
が
少
な
か
っ

た
こ
と
と
、
借
入
金
の
利
率
が
予

定
を
下
回
っ
た
こ
と
に
伴
う
も
の

で
す
。

★
第
５
次
小
郡
市
総
合
振
興
計
画

後
期
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
28
号
）

　

第
５
次
小
郡
市
総
合
振
興
計
画

前
期
基
本
計
画
が
平
成
27
年
度
で

満
了
と
な
る
た
め
、
平
成
28
年
度

か
ら
32
年
度
ま
で
の
５
年
間
の
後

期
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
提

案
す
る
も
の
で
す
。

★
大
原
校
区
公
民
館
新
築
（
建

築
）
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
（
議
案
第
29
号
）

　

平
成
29
年
１
月
31
日
を
完
成
期

限
と
し
て
入
札
し
た
結
果
、
落
札

額
２
億
６
５
８
５
万
６
０
４
０
円

で
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に

あ
た
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

★
市
道
の
認
定
、
廃
止
及
び
路
線

変
更
に
つ
い
て
（
議
案
第
30
号
）

　

道
路
法
の
規
定
に
よ
り
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
、
新
認
定

路
線
47
路
線
、
廃
止
路
線
１
路
線
、

路
線
変
更
４
路
線
で
す
。

★
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
和
解
す

る
こ
と
に
つ
い
て
（
議
案
第
31

号
）

　

後
退
道
路
用
地
の
寄
附
採
納
業

務
に
お
け
る
担
当
職
員
の
業
務
遅

延
に
よ
る
損
害
賠
償
の
額
を
定
め

る
こ
と
及
び
和
解
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
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３月定例会議案審議結果
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果

報告第１号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（小郡市税条例等の一部を改正する条例の一
部を改正する条例） 承　認

第１号 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第２号 特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例及び旧教育長の給与、勤
務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３号 小郡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について 可　決

第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 可　決

第５号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 可　決

第６号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第７号 小郡市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第８号 小郡市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第９号 小郡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第１０号 小郡市行政不服審査法施行条例の制定について 可　決

第１１号 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 可　決

第１２号 小郡市消防委員会条例を廃止する条例の制定について 可　決

第１３号 小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について 可　決

第１４号 平成２７年度小郡市一般会計補正予算（第５号）の承認について 可　決

第１５号 平成２７年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の承認について 可　決

第１６号 平成２７年度小郡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決

第１７号 平成２７年度小郡市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算（第４号）の承認について 可　決

第１８号 平成２７年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）の承認について 可　決

第１９号 平成２７年度小郡市工業団地整備事業特別会計補正予算（第２号）の承認について 可　決

第２０号 平成２８年度小郡市一般会計予算の承認について 可　決

第２１号 平成２８年度小郡市国民健康保険事業特別会計予算の承認について 可　決

第２２号 平成２８年度小郡市後期高齢者医療特別会計予算の承認について 可　決

第２３号 平成２８年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護保険事業勘定）の承認について 可　決

第２４号 平成２８年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）の承認について 可　決

第２５号 平成２８年度小郡市下水道事業特別会計予算の承認について 可　決

第２６号 平成２８年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の承認について 可　決

第２７号 平成２８年度小郡市工業団地整備事業特別会計予算の承認について 可　決

第２８号 第５次小郡市総合振興計画後期基本計画の策定について 可　決

第２９号 大原校区公民館新築（建築）工事請負契約の締結について 可　決

第３０号 市道の認定、廃止及び路線変更について 可　決

第３１号 損害賠償の額を定め和解することについて 可　決

請願第１号 よりよい保育の環境づくりについての意見書提出に関する請願書 採　択

請願第２号 小郡市空き地等の適正な管理に関する条例の改正に関する請願書 不採択

議員提出第１号 地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正す
る条例の制定について 可　決

議員提出第２号 建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出につ
いて 否　決

議員提出第３号 子ども・子育て支援新制度に対する意見書の提出について 可　決
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